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　伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

 

 

 

 

令和８年５月 15 日 

 

 

 

伊勢市病院事業管理者　中　村　昌　弘　　　　
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伊勢市病院事業管理規程第５号 

　　　伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

　伊勢市病院企業職員の給与に関する規程（平成 17 年伊勢市病院事業管

理規程第 16 号）の一部を次のように改正する。 

　別表第８医師手当の部２の項中「120,000 円」を「52,100 円」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この規程は、令和９年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この規程による改正後の別表第８の規定は、この規程の施行の日以後

に職員（伊勢市病院企業職員の給与に関する規程第２条に規定する職員

をいう。以下同じ。）となる者に係る特殊勤務手当について適用し、同日

前に職員となった者に係る特殊勤務手当については、なお従前の例によ

る。 
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　市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

 

 

 

令和８年５月 15 日 

 

 

 

伊勢市病院事業管理者　中　村　昌　弘　　　　
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伊勢市病院事業管理規程第６号 

　　　市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する規程の一部を改正する規程 

　市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る規程（令和２年伊勢市病院事業管理規程第11号）の一部を次のように改

正する。 

　第７条の見出しを「（年次有給休暇の単位等）」に改め、同条第１項か

ら第３項までを削り、同条第４項中「年次有給休暇」を「病院企業会計年

度任用職員の年次有給休暇」に改め、同項を同条第１項とし、同条第５項

を同条第２項とする。 

　第８条及び第９条を削り、第10条を第８条とし、第11条から第13条まで

を２条ずつ繰り上げる。 

　　　附　則 

　この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の市立伊勢総

合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定

は、令和８年４月１日から適用する。 
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伊勢市告示第 122 号 

 

指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者から介護保険法

（平成９年法律第 123 号）第 82 条第２項及び第 115 条の 25 第２項の規定

により指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の廃止の届出があ

ったので、同法第 85 条第２号及び第 115 条の 30 第２号並びに介護保険法

施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 133 条の２及び第 140 条の 38

の規定により、次のとおり告示します。 

 

　　令和８年５月７日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

１　事業者の名称 

　　社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 

２　廃止する事業所の名称及び所在地 

名　称　社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 二見居宅介護支援事業所 

　　所在地　伊勢市二見町茶屋 456 番地２ 

３　廃止の届出の受理をした年月日 

令和８年２月 26 日（事業所廃止年月日：令和８年３月 31 日） 

４　サービスの種類 

　　居宅介護支援 

　　介護予防支援 
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伊勢市告示第 123 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の２第１項の規定により、

公金の収納に関する事務（以下「公金事務」という。）を次のとおり委託し

たので、同条第２項の規定により告示します。 

 

令和８年５月８日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

１　公金事務の委託を受けた者の名称及び事務所の所在地 

　　株式会社　電算システム 

　　岐阜県岐阜市日置江１丁目 58 番地 

 

２　委託した公金事務に係る歳入等 

　　介護保険料 

 

３　指定をした日 

　　令和８年１月 30 日 

 

４　委託をした日 

　　令和８年４月１日 

 

５　委託期間 

　　令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで
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伊勢市告示第124号 

 

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、公

金の収納に関する事務（以下「公金事務」という。）を次のとおり委託した

ので、同条第２項の規定により告示します。 

 

令和８年５月８日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

１　公金事務の委託を受けた者の名称及び事務所の所在地 

　　株式会社　電算システム 

　　岐阜県岐阜市日置江１丁目58番地 

 

２　委託した公金事務に係る歳入等 

 (1)　道路占用料 

 (2)　法定外公共物（水路等）占用料 

 (3)　河川占用料 

 (4)　公園等使用料 

 

３　指定をした日 

　　令和８年１月28日 

 

４　委託をした日 

　　令和８年４月１日 
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５　委託期間 

　　令和８年４月１日から令和11年３月31日まで
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伊勢市告示第 125 号 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の２第１項の規定により、

公金の徴収に関する事務（以下「公金事務」という。）を次のとおり委託し

たので、同条第２項の規定により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

１　公金事務の委託を受けた者の名称及び事務所の所在地 

　　公益社団法人伊勢市シルバー人材センター 

　　伊勢市西豊浜町 141 番地１ 

 

２　委託した公金事務に係る歳入等 

　　伊勢市しるばー応援隊サービス（訪問型サービスＡ２）の利用料 

 

３　指定をした日 

　　令和８年４月１日 

 

４　委託をした日 

　　令和８年４月１日 

 

５　委託期間 

　　令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで
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伊勢市告示第 126 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

樫原町会自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規

定により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　□　　　哲　男 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　中　尾　和　昭 

　　　　　　　省略
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伊勢市告示第 127 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

植山町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　大　倉　正　通 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　田　端　　　元 

　　　　　　　省略 

12



伊勢市告示第 128 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

上地町中久保・湯田野組から次のとおり変更の届出があったので、同条第

10 項の規定により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　中　西　　　健　　　　　 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　中　西　貴　之　　　　　 

　省略
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伊勢市告示第 129 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

東大淀町会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定に

より告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　森　　　治　行 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　西　村　尚　信 

　　　　　　　省略 
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伊勢市告示第 130 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

朝熊町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　橋　本　真　人 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　大　西　政　道 

　　　　　　　省略 
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伊勢市告示第 131 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

西神田町内会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　濱　口　　　学 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　水　田　晃　弘 

　　　　　　　省略
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伊勢市告示第 132 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

小川町町内会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　若　宮　典　夫 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　岩　﨑　昌　人 

　　　　　　　省略 
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伊勢市告示第 133 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

辻久留台自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規

定により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　　　原　　　厚 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　岩　﨑　眞　市 

　　　　　　　省略 

18



伊勢市告示第 134 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

川端町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　松　田　和　久 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　中　山　典　久 

　　　　　　　省略 
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伊勢市告示第 135 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

中小俣自治区から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　吉　岡　　　巧 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　三　野　泰　嗣 

　　　　　　　省略 
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伊勢市告示第 136 号 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

五十鈴ヶ丘団地自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10

項の規定により告示します。 

 

　　令和８年５月８日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一 

 

　代表者の氏名及び住所 

　　変更前　　竹　内　豊　彦 

　　　　　　　省略 

　　変更後　　三　浦　　　充 

　　　　　　　省略
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伊勢市選挙管理委員会告示第47号 

 

　令和８年４月22日執行の伊勢市岡本町財産区議会議員選挙に関して、公職選挙法 

 

第189条（昭和25年法律第100号）の規定により伊勢市選挙管理委員会へ提出された 

 

公職の候補者の選挙運動費用に関する報告書の要旨は、下記のとおりでした。 

 

　令和８年５月12日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市選挙管理委員会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　可児　文敏 

 

記 

 

公職の候補者の選挙運動費用に関する収支報告書要旨 

　１　選挙の種類　　令和８年４月22日執行 

　　　　　　　　　　伊勢市岡本町財産区議会議員選挙 

　２　期　　　間　　令和８年４月17日から４月21日までの５日間 

　３　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額 

（法定選挙運動費用）　1,180,600　円 

　４　報告書の要旨 

収入支出金額は全候補者０円 

 
候 補 者 氏 名 所 属 党 派 出 納 責 任 者 報告受理年月日 

 
山 添　久 憲 無所属 山 添　久 憲 令和８年５月１日

 
濵 荻　隆 平 無所属 濵 荻　隆 平 令和８年５月１日

 
土谷　健一 無所属 土谷　健一 令和８年５月１日

 
岩 﨑　好 訓 無所属 岩 﨑　好 訓 令和８年５月１日

 
傍 田　俊 □ 無所属 傍 田　俊 □ 令和８年５月１日

 
森 井　孝 無所属 森 井　孝 令和８年５月１日
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候 補 者 氏 名 4月17日から

出納責任者氏名 4月21日まで

0

0総　　　計 総　　　計 0

報告書受理年月日 令和８年　５月　１日　　　　　　　　　　　　　　第　１　回報告分

今　回　計 今　回　計 0

前　回　計 前　回　計

その他の寄附　　　　件

その他の収入

雑　  費 0

休 泊 費 0

食 糧 費 0

文 具 費 0

広 告 費 0

印 刷 費 0

交 通 費 0

通 信 費 0

（集合会場費)

家 屋 費 0

（選挙事務所費)

0 円

人 件 費 0
円

収　　　　　　入 支　　　　　　出

主たる寄附

氏名又は団体名 職　業 寄 附 額 費　  目 金　　　 額

山添　久憲 所属党派 無所属
期 間 第 １ 回分

山添　久憲

№１

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１．選挙の種類　　　令和８年４月22日執行　伊勢市岡本町財産区議会議員選挙

２．公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）　　1,180,600円

３．報告書の要旨
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候 補 者 氏 名 4月17日から

出納責任者氏名 4月21日まで

0

0総　　　計 総　　　計 0

報告書受理年月日 令和８年　５月　１日　　　　　　　　　　　　　　第　１　回報告分

今　回　計 今　回　計 0

前　回　計 前　回　計

その他の寄附　　　　件

その他の収入

雑　  費 0

休 泊 費 0

食 糧 費 0

文 具 費 0

広 告 費 0

印 刷 費 0

交 通 費 0

通 信 費 0

（集合会場費)

家 屋 費 0

（選挙事務所費)

0 円

人 件 費 0
円

収　　　　　　入 支　　　　　　出

主たる寄附

氏名又は団体名 職　業 寄 附 額 費　  目 金　　　 額

濵荻　隆平 所属党派 無所属
期 間 第 １ 回分

濵荻　隆平

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１．選挙の種類　　　令和８年４月22日執行　伊勢市岡本町財産区議会議員選挙

２．公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）　　1,180,600円

３．報告書の要旨

№２
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候 補 者 氏 名 4月17日から

出納責任者氏名 4月21日まで

0

0総　　　計 総　　　計 0

報告書受理年月日 令和８年　５月　１日　　　　　　　　　　　　　　第　１　回報告分

今　回　計 今　回　計 0

前　回　計 前　回　計

その他の寄附　　　　件

その他の収入

雑　  費 0

休 泊 費 0

食 糧 費 0

文 具 費 0

広 告 費 0

印 刷 費 0

交 通 費 0

通 信 費 0

（集合会場費)

家 屋 費 0

（選挙事務所費)

0 円

人 件 費 0
円

収　　　　　　入 支　　　　　　出

主たる寄附

氏名又は団体名 職　業 寄 附 額 費　  目 金　　　 額

土谷　健一 所属党派 無所属
期 間 第 １ 回分

土谷　健一

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１．選挙の種類　　　令和８年４月22日執行　伊勢市岡本町財産区議会議員選挙

２．公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）　　1,180,600円

３．報告書の要旨

№３
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候 補 者 氏 名 4月17日から

出納責任者氏名 4月21日まで

0

0総　　　計 総　　　計 0

報告書受理年月日 令和８年　５月　１日　　　　　　　　　　　　　　第　１　回報告分

今　回　計 今　回　計 0

前　回　計 前　回　計

その他の寄附　　　　件

その他の収入

雑　  費 0

休 泊 費 0

食 糧 費 0

文 具 費 0

広 告 費 0

印 刷 費 0

交 通 費 0

通 信 費 0

（集合会場費)

家 屋 費 0

（選挙事務所費)

0 円

人 件 費 0
円

収　　　　　　入 支　　　　　　出

主たる寄附

氏名又は団体名 職　業 寄 附 額 費　  目 金　　　 額

岩﨑　好訓 所属党派 無所属
期 間 第 １ 回分

岩﨑　好訓

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１．選挙の種類　　　令和８年４月22日執行　伊勢市岡本町財産区議会議員選挙

２．公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）　　1,180,600円

３．報告書の要旨

№４
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候 補 者 氏 名 4月17日から

出納責任者氏名 4月21日まで

0

0総　　　計 総　　　計 0

報告書受理年月日 令和８年　５月　１日　　　　　　　　　　　　　　第　１　回報告分

今　回　計 今　回　計 0

前　回　計 前　回　計

その他の寄附　　　　件

その他の収入

雑　  費 0

休 泊 費 0

食 糧 費 0

文 具 費 0

広 告 費 0

印 刷 費 0

交 通 費 0

通 信 費 0

（集合会場費)

家 屋 費 0

（選挙事務所費)

0 円

人 件 費 0
円

収　　　　　　入 支　　　　　　出

主たる寄附

氏名又は団体名 職　業 寄 附 額 費　  目 金　　　 額

傍田　俊□ 所属党派 無所属
期 間 第 １ 回分

傍田　俊□

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１．選挙の種類　　　令和８年４月22日執行　伊勢市岡本町財産区議会議員選挙

２．公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）　　1,180,600円

３．報告書の要旨

№５
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候 補 者 氏 名 4月17日から

出納責任者氏名 4月21日まで

0

0総　　　計 総　　　計 0

報告書受理年月日 令和８年　５月　１日　　　　　　　　　　　　　　第　１　回報告分

今　回　計 今　回　計 0

前　回　計 前　回　計

その他の寄附　　　　件

その他の収入

雑　  費 0

休 泊 費 0

食 糧 費 0

文 具 費 0

広 告 費 0

印 刷 費 0

交 通 費 0

通 信 費 0

（集合会場費)

家 屋 費 0

（選挙事務所費)

0 円

人 件 費 0
円

収　　　　　　入 支　　　　　　出

主たる寄附

氏名又は団体名 職　業 寄 附 額 費　  目 金　　　 額

森井　孝 所属党派 無所属
期 間 第 １ 回分

森井　孝

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１．選挙の種類　　　令和８年４月22日執行　伊勢市岡本町財産区議会議員選挙

２．公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）　　1,180,600円

３．報告書の要旨

№６
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伊勢市農業委員会告示第５号 

 

　伊勢市農業委員会第 245 回総会を次のとおり招集します。 

 

　　令和８年５月 14日 

 

伊勢市農業委員会 

会長　森川　正弘 

 

 

１　招集の日時　　令和８年５月 15日（金）午後２時 

 

２　招集の場所　　伊勢市　御薗公民館　２階　講堂 

 

３　付議すべき事項 

議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号　事業計画変更承認申請について 

議案第３号　農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号　農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号　非農地証明願について 

議案第６号　伊勢市農用地利用集積等促進計画について 

（農地中間管理機構への意見提出及び要請分）
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伊勢市上下水道事業告示第４号 

 

　流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。 

その関係図面は、令和８年５月 15 日から２週間、伊勢市上下水道部下水

道課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。 

　ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第

178 号）に規定する休日を除く。 

 

 

令和８年５月 15 日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

１　供用(下水の処理)を開始する年月日 

　　令和８年６月１日 

２　供用(下水の処理)を開始する区域 

常磐２丁目、辻久留２丁目、勢田町、神田久志本町の一部 

３　供用を開始する排水施設の位置 

　縦覧に供する関係図面において表示します。 

４　当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称 

　　位置　伊勢市大湊町 1126 番地 

　　名称　宮川浄化センター 

５　供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

　　分流式
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伊勢市公告第 26 号 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 13 条第１

項の規定により、伊勢市農業振興地域整備計画を次のとおり変更しました

ので、公告します。 

なお、農業振興地域の整備に関する法律第 13 条第４項において準用する

同法第 11 条第２項の規定による意見書の提出及び同条第３項の規定によ

る異議の申出は、ありませんでした。 

 

　　令和８年５月 12 日 

 

伊勢市長　鈴　木　健　一　　　　 

 

 

「次」は省略し、伊勢市産業観光部農林水産課に備え置いて縦覧に供し

ます。 

 

31


